
1. 重要な会計方針

２．その他ＮＰＯ法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味資産の増減の状況を明らか

　　　　　　

　　改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

　　　　　　

      (1)消費税等の会計処理

　　　　　消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。　

　　財務諸表は、ＮＰＯ法人会計基準（２０１０年７月２０日　２０１１年１１月２０日一部
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　　ＮＰＯ法人会計基準に準拠した会計方針を取ることにより、寄付金等については負債とし　　　　

　　にするために必要な事項　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　て認識せずに正味財産の増加として認識する会計処理に変更いたしました。したがって前　　　　

　　期までに負債計上していました「預り金」については、今期に前期損益修正として取崩処　　　　

　　理をいたしました。また寄付金等については特別な使途指定寄付金ではないことから、指　　　　　

　　定正味財産には計上しておりません。　　　　　


